申述書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の国籍喪失届について、国籍喪失届には、氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　と記載しておりますが、下記理由に伴い、外国発行文書には　　　　　　　　　　　　　　　　と記載されております。
当該両人物は、同一人物であることに間違いないことを、申述します。
理由:
· 婚姻時に、戸籍の氏は旧姓にとどまり、当地での氏を夫の氏に改めた。
· 婚姻／離婚／自己の希望　により当地で氏名を変更した。
· 出生時に、戸籍の氏は日本人親の氏とし、当地では外国人親の氏に定めた。
· その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　 　年　　　　月　　　　日
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名        　                 　    　
